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結
城
市
制
施
行
60
周
年
記
念
協
賛

事
業
と
し
て
、
ご
両
親
様
に
よ
る

『
婚
活
応
援
交
歓
会
』
を
開
催
し
ま

す
。

　
ご
希
望
さ
れ
る
方
は
、
ご
本
人
も

参
加
可
能
で
す
。

○
日
時
　
６
月
８
日
(日)

　
午
前
10
時
30
分
〜
午
後
２
時

（
受
付
は
10
時
か
ら
）

○
場
所
　
結
城
市
立
公
民
館

　
結
城
市
結
城
１
９
６
―
１

○
対
象
　
45
歳
以
下
の
未
婚
者
が
い

る
ご
両
親
様
、
ご
家
族
の
方

　
男
性
20
名
、
女
性
20
名
（
先
着
順
）

※ 

県
西
地
区
在
住
の
方
が
優
先
に
な

り
ま
す
。

○
申
込
期
間

　
５
月
１
日
(木)
〜
14
日
(水)

　
午
前
８
時
〜
午
後
８
時

○
会
費
　
１
人
　
３
，
０
０
０
円

　
（
昼
食
、
飲
み
物
、
お
土
産
含
む
）

○�

主
催
　
い
ば
ら
き
マ
リ
ッ
ジ
サ
ポ

ー
タ
ー
県
西
地
域
活
動
協
議
会

○
協
賛
　
結
城
市

○
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　 

五
霞
町
マ
リ
ッ
ジ
サ
ポ
ー
タ
ー
連

絡
会
　
会
長
　
伊
藤
正
子

　

０
８
０
―

５
８
９
６
―

３
１
３
４

◆
対
象
者

　
30
代
・
40
代
の
男
女
、

　
20
名
様
ず
つ

境
町
ふ
れ
あ
い
の
里
会
場

◆
日
時
　
５
月
31
日
(土)

　
午
後
１
時
30
分
〜
４
時
30
分

◆
対
象
者

　
30
代
・
40
代
の
男
女
、

　
20
名
様
ず
つ

○
参
加
費

　
い
ず
れ
も
男
性
４
，
０
０
０
円

　
　
　
　
　
女
性
１
，
０
０
０
円

※
当
日
徴
収

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ベ
ル
・
サ
ポ
ー
ト

　
境
町
上
小
橋
５
４
０

（
境
町
文
化
村
公
民
館
内
）

　

（87）
７
０
８
５

　
総
務
省
で
は
、
６
月
１
日
か
ら
10

日
ま
で
を
「
電
波
利
用
環
境
保
護
周

知
啓
発
強
化
期
間
」
と
し
て
、
電
波

を
正
し
く
利
用
し
て
い
た
だ
く
た
め

の
周
知
・
啓
発
及
び
不
法
無
線
局
の

取
り
締
ま
り
を
強
化
し
ま
す
。

　
電
波
は
暮
ら
し
の
中
で
欠
か
せ
な

い
大
切
な
も
の
で
す
。
電
波
の
ル
ー

ル
は
み
ん
な
で
守
り
ま
し
ょ
う
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
関
東
総
合
通
信
局

　

０
３
（
６
２
３
８
）
１
９
３
９

　
６
月
１
日
(日)

　
午
前
10
時
〜
午
後
４
時

※
受
付
は
午
後
３
時
ま
で

○
場
所

　
水
戸
地
方
法
務
局
下
妻
支
局

○
料
金
　
無
料

○
相
談
内
容

　
・
土
地
の
境
界
争
い

　
・
登
記
手
続

　
・
抵
当
権
の
抹
消
手
続

　
・
地
代
家
賃
の
供
託
手
続

　
・
戸
籍
の
届
出
方
法

　
・
成
年
後
見
制
度

　
・
家
庭
内
の
問
題

　
・
近
隣
と
の
ト
ラ
ブ
ル

　
・
セ
ク
ハ
ラ

　
・
子
ど
も
の
い
じ
め

　
・
Ｄ
Ｖ
問
題
　
な
ど

○
お
問
い
合
わ
せ

　
水
戸
地
方
法
務
局
下
妻
支
局

　
下
妻
市
下
妻
乙
１
３
０
０
―
１

　

０
２
９
６
（43）
３
９
３
５

古
河
市
と
ね
ミ
ド
リ
館
会
場

◆
日
時
　
５
月
４
日
(日)

　
午
後
１
時
30
分
〜
４
時
30
分

◆
対
象
者

　
30
代
・
40
代
の
男
女
、

　
20
名
様
ず
つ

結
城
市
民
文
化
セ
ン
タ
ー

　
ア
ク
ロ
ス
会
場

◆
日
時
　
５
月
18
日
(日)

　
午
後
１
時
30
分
〜
４
時
30
分

　
茨
城
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会

　
母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
水
戸
市
八
幡
町
11
―
52

　

０
２
９
（
２
２
１
）
８
４
９
７

○
受
講
料

　
６
，
０
０
０
円
（
教
材
費
等
）

※ 

所
得
３
，
０
１
０
，
０
０
０
円
以

下
の
方
は
交
通
費
の
一
部
を
支
給

し
ま
す
。

○
受
講
手
続

　
健
康
福
祉
課
⑤
窓
口
に
あ
る
申
請

書
と
一
緒
に
、
Ａ
４
原
稿
用
紙
に
受

講
動
機
を
記
載
し
て
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

※ 

定
員
を
超
え
た
場
合
は
作
文
選
考

に
よ
り
ま
す
。

○
お
申
し
込
み
期
限

　
５
月
25
日
(日)
消
印
有
効

○
託
児
所

　
無
料
（
た
だ
し
、
２
歳
児
以
上
）

※ 

所
得
に
応
じ
て
自
己
負
担
が
か
か

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
健
康
福
祉
課
　
社
会
福
祉
Ｇ

　

（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

　
水
戸
地
方
法
務
局
下
妻
支
局
で
は
、

登
記
、
供
託
、
戸
籍
・
国
籍
、
人
権

擁
護
な
ど
法
務
局
の
取
り
扱
う
業
務

全
般
に
つ
い
て
、
法
務
局
職
員
及
び

人
権
擁
護
委
員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

○
日
時

ご
両
親
様
に
よ
る
『
婚
活
応

援
交
歓
会
』
を
開
催
し
ま
す

古
河
駐
屯
地
創
立
60
周
年
及

び
第
１
施
設
団
創
隊
53
周
年

記
念
行
事
の
お
知
ら
せ

　
古
河
駐
屯
地
を
一
般
開
放
し
、
地

域
住
民
と
の
親
睦
を
よ
り
一
層
深
め

る
と
と
も
に
、
自
衛
隊
に
対
し
ご
理

解
を
い
た
だ
く
た
め
、
次
の
と
お
り

記
念
行
事
を
開
催
し
ま
す
。

○
日
時
　
６
月
15
日
(日)

　
　
午
前
９
時
〜
午
後
３
時

○
場
所
　
古
河
駐
屯
地

○�
内
容
　
記
念
式
典
、
模
擬
戦
闘
訓

練
、
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
、
ち
び
っ

こ
広
場
、
装
備
品
試
乗
・
展
示
等

※ 

当
日
は
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の

で
、
車
で
お
越
し
の
場
合
は
、
な

る
べ
く
乗
り
合
わ
せ
で
ご
来
場
く

だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
陸
上
自
衛
隊
古
河
駐
屯
地
広
報
班

　

（32）
４
１
４
１

　
母
子
家
庭
等
の
就
労
支
援
対
策
の

一
助
と
し
て
、
自
立
促
進
を
図
る
た

め
の
「
医
療
事
務
講
習
会
」
を
次
の

通
り
開
催
い
た
し
ま
す
。

○
受
講
期
間

　
６
月
８
日
(日)
〜
11
月
16
日
(日)
の

　
日
曜
日
の
22
日
間

○
時
間

　
午
前
10
時
〜
午
後
４
時

○
講
習
会
場

医
療
事
務
講
座
講
習
会
の

開
催
に
つ
い
て

法
務
総
合
相
談
所

開
設
の
お
知
ら
せ

出
会
い
パ
ー
テ
ィ
ー

参
加
者
募
集

電
波
利
用
環
境
保
護
周
知
啓

発
強
化
期
間
に
つ
い
て

　役場の代表電話は（84）1111です　


